
注
意
 

1　
「
精
神
又
は
身
体
の
障
害
の
態
様
」
欄
に
は
、
精
神
又
は
身
体
の
障
害
の
程
度
を
記
入
す
る
こ
と
。 

2　
「
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
」
欄
に
は
、
減
額
の
特
例
許
可
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
労
働
者
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。 

3　
「
労
働
の
態
様
」
欄
に
は
、
始
業
終
業
の
時
刻
、
作
業
の
内
容
、
作
業
量
等
を
詳
細
に
記
入
す
る
こ
と
。 

4　
「
減
額
の
特
例
許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
等
」
欄
に
は
、
減
額
の
特
例
許
可
を
必
要
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。 

5　
「
減
額
の
特
例
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
最
低
賃
金
」
欄
に
は
、
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
最
低
賃
金
の
件
名
及
び
金
額
を
記
入
す
る
こ
と（
地
域
別
最
低
賃
金
及
び
特
定
最
低
賃
金
の
双
方
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
件
名
及
び
金
額
を
連
記
す
る
こ
と
。）
。 

6　
「
支
払
お
う
と
す
る
賃
金
」
欄
の
「
金
額
」
欄
に
は
、
法
第
4条
第
3項
各
号
に
規
定
す
る
賃
金
を
除
外
し
た
最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
賃
金
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、「
理
由
」
欄
に
は
、
使
用
者
に
お
い
て
当
該
減
額
率
を
定
め
た
理
由
の
概
要
を
記
入
す
る
こ
と
。 

7　
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
著
し
く
労
働
能
力
の
低
い
者
の
最
低
賃
金
の
減
額
の
特
例
許
可
申
請
書
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x 最低賃金の減額の特例許可申請について 
～　「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」（最賃法第7条第1号）　～ 

　「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」の最低賃金の減額の
特例許可申請に当たっては、次のことに御注意ください。 

　単に障害があるだけでは、許可の対象とはなりません。その障害が業務の遂行に、直接、支障を

与えていることが明白である必要があります。 

　また、支障があったとしても、その支障の程度が著しい場合でなければ、許可の対象とはなりません。 

※　支障の程度が著しいとは、当該労働者の労働能率の程度が、比較対象労働者（裏面１参照）

の労働能率の程度にも達しない場合をいいます。 

※　許可を受けていても、許可された業務以外の業務に従事する場合には、一般の労働者と同じ

最低賃金額が適用されます。 

労働者の方の障害は、業務遂行に、直接、著しい支障を与えていますか？ 1

　労働者の方が身体障害者手帳などをお持ちの場合は、御本人、御家族などの了解を得た上で、こ

れらに基づいて申請書の「精神又は身体の障害の程度」欄に記入し、身体障害者手帳などの写しを

申請書に添付してください。身体障害者手帳などがない場合であっても、障害が原因となって業務の

遂行に直接著しい支障を与えることが明白だと思われるときは、所轄の労働基準監督署に御相談く

ださい。 

障害について、客観的な資料がありますか？ 2

　減額率は、比較対象労働者（裏面１参照）に対する労働能率の程度に応じた率を上限として、減

額対象労働者の職務内容、職務の成果、労働能力、経験などを勘案して定めることになります。 

減額率は、労働能率の程度に応じ、職務内容などを勘案したものとなっていますか？ 3

厚 生 労 働 省 
都道府県労働局・労働基準監督署 
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